
任期付職員（事務職員）募集要項 

 

 

 国立研究開発法人 水産研究・教育機構 研究戦略部では、職員の育児休業に伴う代替職員の募集を行っ

ております。 

 採用場所、雇用期間、応募資格、採用試験要領は以下のとおりです。 

 

１ 採用場所 

  【住所】 

    〒236－8648 

    神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－４ 水産資源研究所 横浜庁舎内２階 

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 研究戦略部 研究支援課 

 

２ 雇用期間 

  令和７年５月１日から令和１０年６月３０日まで 

    ただし、職員就業規則の規定により、育児休業を行っている職員が復帰した場合、又は育児休業期間

を延長した場合において、法令等の定める範囲内において雇用契約を終了し、又は雇用期間を延長す

ることがあります。 

 

３ 業務内容 

  ・国、地方公共団体及び民間企業・団体等の委託・補助事業、競争的資金及び科学研究費補助金等に

関する業務 

  ・その他関連する事務及び連絡調整 

 

４ 採用人数 

  １名 

 

５ 応募資格 

（１） エクセル、ワードを使える者 

（２）  独立行政法人あるいは国立研究開発法人に勤務経験がある者  

（３）下記のいずれかの条件に該当する方は応募できません。 

① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行を受けることがなくなるまでの方 

② 懲戒解雇の処分またはこれに相当する処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない方 

（４）日本国籍を有していない場合は、採用予定日までに日本国内で就労するために必要な在留資格を

取得すること。 

 

６ 応募の際に提出する書類 

 （１）履歴書 

    注１：市販の A4判履歴書又は同等の様式を用い、写真を貼付すること。 

    注２：E-mailアドレス及び日中連絡可能な電話番号を記載すること。 

    注３：職歴は短期のアルバイト等を含め、省略せず記載すること。 

 （２）最終学歴の卒業証明書及び成績証明書（３ヶ月以内に発行された原本） 

     注：給与算定の学歴と最終学歴が一致しないことがあるため、その際は改めて給与決            

定学歴に係る卒業証明書をお願いすることがあります。（採用内定者のみ） 

 

７ 応募方法 

  応募書類を８の提出先に郵便（信書便）で送付してください。なお、封筒には「履歴書（任期付職員）



在中」と朱書きしてください。 

 

 

８ 応募書類提出先及び問合わせ先 

  【住所】 

〒236－8648 

    神奈川県横浜市金沢区福浦２－１２－４ 水産資源研究所 横浜庁舎内２階 

国立研究開発法人 水産研究・教育機構 研究戦略部 研究支援課 

  電話：045-788-7971 

 

９ 応募期限 

    令和７年３月２１日（金曜日）（必着） 

 

10  採用試験及び内定までの流れ 

 （１）書類選考 

    応募の際に提出された書類により選考を行います。 

 （２）面接試験 

     書類選考を通過した者について、面接試験を実施します。 

    面接は、対面または Microsoft社の提供する Teamsを用いた Web面接を予定しており     

ます。 

    試験日時や実施方法については、書類選考通過者にお知らせいたします。 

 （３）最終合格発表 

     面接受験者あてに、文書で合否の通知を行います。 

 

11 雇用条件 

（１）雇用形態 任期付職員（雇用予定期間は２のとおり） 

（２）勤務時間 １日７時間４５分 

（３）給  与 職員給与規程に基づき決定します。 

（国家公務員の給与と同水準の給与が支給されます。） 

初任給の目安（俸給月額） 

大学卒業者 ２０７，４００円 

高校卒業者 １８３，５００円 

※上記の額は新卒者の初任給であり、既卒者は職歴等によりこの額に上乗せされる

場合があります。 

（４）諸 手 当 扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当等が職員給与規程等に定める支給要件に該

当する場合、同規程等に基づき支給されます。 

（５）賞   与 ６月期及び１２月期に支給（年間４．６月分（令和６年度実績）） 

（６）退職手当 ６月以上在職した場合に支給します。 

（７）休日休暇 週休日（土・日）、祝日、年末年始、年次有給休暇、夏季休暇及び忌引き休暇等の特

別休暇 

（８）保  険 健康保険・年金、雇用保険、労災保険 

（９）身  分 当機構は非公務員型の国立研究開発法人であり、任期付職員の身分は公務員ではあり

ませんが、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみ

なされます。 

 

12 その他 

（１）応募に関する一切の費用は、応募者の負担となります。 

（２）採用内定された方に職歴がある場合は、雇用されていた会社が発行する「在職期間の証明書」を

提出していただく場合があります。（詳細は別途ご説明します。） 


